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事 業 者 排 出 量 削 減 報 告 書

による者理を実施 しています。
成できました。
しております。

「RI境に配慮した商品 サ ービスの提″(J、 「オフィスにおけ

ll l酸 尊する□には レ 印を麓入してください 特 定tr発"以 外のヽ本者の方はレ印の記入はヽ夏です。

2 r基 口毎渡:と t=母,面押nぅの前年政を  1自 僚frtF,と は,1彊朗n,の峡34年度を  1報 告年度Jと は8,爾サじ間のうち 今 回転/Frの舟換となる手波をいいます

京都府地球温暖化対策条例施行規則力10条第1考該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算して1500キロリットル以上))

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10久第2号又は第3,該当事業者 (大規模赳送事業者 (トラック又はパス100台以上/タ クシー130台以上
ロク張道fttle」前及:ビテ

十一― 十 一

日 1科 守
rt球過暖化対策条例施行規則第10条弟4号該当事業者 (そのltの近卓効果ガスの大規模排出事業者 (二酸化炭素に換算して3000ト ン以

18年   4  月  ～  平 成

のまつ。 ・原呪マ不ンメン ド/

法的要求事項を遵守 します。

クールビズ ウ オームビズ実施による設定温度の見直し
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フ ァク シミ リTI～

「モの他の地球は硬化舟策によるu互 効果ガスの刑技l■寄1の実績については 1,回刈田中の央撤の探ヨ|を紀入してください
てtF,クリーシモljのは入によるこ室幼舛ガスの劇茂実績が18年 3t Sトンで1941波oトンの料合 19年 度の取年じの央和についてはlS年 度と19年 との実ttを盟:,し,5トンと紀人
「付紀サ項!に は 平 成 2年 度 (1990年 度,t塚 字とした排!」重の対比やエネルギーFtlltC04tt!HR 省 エネ製品開発などLfの 担室効果ガス拝1とR,技へのX駅  グ リーシ期連の採用 神 之フ●
ンなどのス餌lk定4の よ七幼期 rスの削減などと辺入してくだ さい


